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Press Release 
 
 
 
 
 

  報道関係者 各位 
 

平成27年度「全国安全週間」を７月に実施 

本年も7月1日から一週間「全国安全週間」を実施します。 

 

○ 平成27年度（第88回）の全国安全週間のスローガンは、 

「危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場」 

とし、６月１日から30日までを準備期間、７月１日から７日までを本週間として全国一

斉に実施。 

○ 愛媛労働局では、各事業場に、全国安全週間を契機として、経営トップによる安全につ

いての所信表明、安全パトロールによる職場の総点検、転倒災害防止対策の取組状況の確

認、交通労働災害防止対策、関係者の安全意識の高揚を図る取組み等を行うよう、呼びか

ける。 

○ 今年で 88 回目になる全国安全週間は、労働災害を防止するための産業界での自主的な

活動を推進するとともに、職場での安全に対する意識を高め、安全を維持する活動の定着

を目的。 

○ ６月４日から 12 日にかけて県内各地で行われる「実施要綱説明会」において、転倒災

害防止の取組の推進をお願いするほか、管内の警察署から交通事故防止の説明が行われる

など全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識し、安

全活動の着実な実行を啓発。 

 

愛媛県内の全産業の労働災害による死傷者数は、長期的にみると減少傾向にあり、平成

26年に発生した死亡者は10人で過去最少となったが、休業４日以上の死傷者数は、1,480

人で、前年より19人（1.3%）増加しました。 

労働災害を減少に転じさせるため、死傷者数の大幅な減少と年間死亡者数を９人以下とす

ること及び第12次労働災害防止計画の目標である平成24年と比べ平成29年までに死傷者

数の15％以上減少を達成するため、平成27年の目標を平成24年と比べ年間死傷者数を９％

以上減少させることとして、「アンダー９（ナイン）運動」と称して取り組んでいます。 

 

安心して働くことができる職場づくりを目指すに当たり、職場をあげて危険個所を発見し、

速やかに労働災害防止対策を講じることを通じて事業場の安全意識を醸成することが重要
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であるとの観点から、平成27年度の全国安全週間は、 

危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場 

をスローガンとして、６月１日から 30 日までを準備期間、７月１日から７日までを本週間

として全国一斉に実施されることとなりました。 

 愛媛労働局では、各事業場に対して、６月１日から 30 日までの準備期間中に県内６か所

で開催される「全国安全週間実施要綱説明会」などにおいて、全国安全週間を契機として、

経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意志の統一と安全意識の高揚、安全パ

トロールによる職場の総点検の実施や、特別重点事項として「転倒災害防止対策」の取組（定

着）状況の確認及び「足場等に係る改正労働安全衛生規則」への対応状況の確認などの呼び

かけを行うとともに、事業場や団体において自主的に実施している「安全大会」、「安全パト

ロール」などの取り組みに対する支援を行うこととしています。 

 

【愛媛労働局の実施事項】 

○ 安全指導等の実施 

○ 事業場、団体の実施事項についての指導援助 

 

【全国安全週間実施要綱説明会】 

日時（予定） 地区 場所 主催 

６月４日（木）13:30～ 新居浜 新居浜市市民文化センター中ホール 

(公社)愛媛労働

基準協会 

６月５日（木）13:30～ 四国中央 四国中央市民会館（川之江会館） 

６月５日（木）13:30～ 八幡浜 八幡浜市民スポーツセンター 

６月10日（水）13:30～ 今治 旧 今治コンピューターカレッジ 

６月12日（金）14：00～ 松山 愛媛県生涯学習センター 

６月12日（金）13：00～ 宇和島 きさいや広場 

 

【業種別の主な取組】 

業種別 主な取組 主催 

製造業 各企業の安全大会等 － 

造船業 造船関係団体の安全パトロール － 

建設業 えひめ建設安全の日の県下一斉パトロール（６月10日） 

松山市千舟町の建築工事現場（公開パトロール） 

建設業労働災害防

止協会愛媛支部 

各企業の安全大会等 － 

※ えひめ建設安全の日とは、建設業における労働災害の減少と死亡災害の根絶を図るには、日常的な取り組み

が欠かせないことから、建設事業ノーダン運動の成果を一層確実なものとして定着させるため、毎月10日を

「えひめ建設安全の日」と定め、自主的な労働災害防止活動の活性化を図ることとしたものです。 

※ 「建設事業ノーダン運動」は、野球用語の「ノーダウン（無死）」から命名されたもので、愛媛県下の建設事

業から死亡災害を絶滅させる目的のもと、建設業労働災害防止協会愛媛支部が主催し、愛媛労働局及び愛媛

県等関係行政機関、建設業団体等が一体となって実施する愛媛独自の災害防止活動で、昭和33年から展開さ

れているものです。 
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別添 
 

平成27年度全国安全週間実施要綱 

 

１ 趣 旨 

 全国安全週間は、昭和３年に初めて実施されて以来、「人命尊重」という崇高な基本理念の下、

「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を

図ること」を目的に、一度も中断することなく続けられ、今年で88回目を迎える。 

この間、労働災害を防止するため、事業場では、労使が協調して、労働災害防止対策が展開され

てきた。この努力により、労働災害は長期的には減少しているが、平成 26 年上半期は労働災害が

大幅に増加し、８月に緊急対策を講じたものの、平成 26 年の労働災害は前年を上回る結果となっ

た。 

この増加の背景には、消費税増税前の駆け込み需要や大雪の影響のほか、産業活動が活発化する

中で人手不足が顕在化し、職場に潜む危険要因を察知できるだけの経験が無い未熟練労働者が増え

ていることや、企業の安全管理体制のほころびが想定される。また、重篤な災害が少ない第三次産

業においては、安全に対する意識が十分とは言い難い状況も考えられる。 

これらの状況を踏まえ、平成 27 年度の全国安全週間のスローガンについては、安心して働くこ

とができる職場づくりを目指すに当たり、職場をあげて危険個所を発見し、速やかに労働災害防止

対策を講じることを通じて事業場の安全意識を醸成することが重要であるという観点から、以下の

とおりとする。 

 

危険見つけてみんなで改善 意識高めて安全職場 

 

全国安全週間を契機として、それぞれの職場で、労働災害防止の重要性を認識し、安全活動の着

実な実行を図る。 

 

２ 期 間 

平成27年７月１日から７月７日までとする。 

なお、全国安全週間の実効を上げるため、平成27年６月１日から６月30日までを準備期間とす

る。 

 

３ 主唱者 

厚生労働省、中央労働災害防止協会 

 

４ 協賛者 

建設業労働災害防止協会、陸上貨物運送事業労働災害防止協会、港湾貨物運送事業労働災害防止

協会、林業・木材製造業労働災害防止協会 

 

５ 協力者 

関係行政機関、地方公共団体、安全関係団体、労働組合、経営者団体 

 

６ 実施者 

各事業場 

 

７ 主唱者、協賛者の実施事項 
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全国安全週間及び準備期間中に次の事項を実施する。 

（１）安全広報資料等の作成、配布を行う。 

（２）様々な広報媒体を通じて広報を行う。 

（３）安全パトロール等を実施する。 

（４）安全講習会等を開催する。 

（５）安全に関する標語等の募集を行う。 

（６）安全衛生に係る表彰を行う。 

（７）「国民安全の日」（７月１日）の行事に協力する。 

（８）事業場の実施事項について指導援助する。 

（９）その他「全国安全週間」にふさわしい行事等を行う。 

 

８ 協力者への依頼 

主唱者は、上記７の事項を実施するため、協力者に対し、支援、協力を依頼する。 

 

９ 実施者の実施事項 

安全文化を醸成するため、各事業場では、次の事項を実施する。 

 

（１）全国安全週間及び準備期間中に実施する事項 

① 共通事項 

 ア 安全大会等での経営トップによる安全への所信表明を通じた関係者の意志の統一及び安

全意識の高揚 

 イ 安全パトロールによる職場の総点検の実施 

② 特別重点事項 

 ア 転倒災害防止対策の取組（定着）状況の確認 

イ 足場等に係る改正労働安全衛生規則への対応状況の確認 

③ その他 

 ア 安全旗の掲揚、標語の掲示、講演会等の開催、安全関係資料の配布等のほか ホームペー

ジ等を通じた自社の安全活動等の社会への発信 

イ 労働者の家族への職場の安全に関する文書の送付、職場見学等の実施による家族の協力の

呼びかけ 

ウ 緊急時の措置に係る必要な訓練の実施 

エ 「安全の日」の設定のほか全国安全週間及び準備期間にふさわしい行事の実施 

 

（２）継続的に実施する事項 

① 共通事項 

ア 安全衛生管理体制の確立と自主的な安全衛生活動の促進 

（ア）安全衛生管理体制の確立 

  a 経営トップによる統括管理、安全管理者等の選任 

b 安全衛生委員会の設置及び労働者の参画を通じた活動の活性化 

c 年間を通じた安全衛生計画の策定及び安全衛生規程の整備 

（イ）職業生活における安全衛生教育計画の樹立と効果的な安全衛生教育の実施等 

a 経営トップから第一線の現場労働者までの階層別の安全衛生教育の実施 

b 就業制限業務、作業主任者を選任すべき業務での有資格者の充足 

c 災害事例、安全作業マニュアルを活用した教育内容の充実 

（ウ）自主的な安全衛生活動の促進 
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a 発生した労働災害の分析及び再発防止対策の徹底 

b 職場巡視、４Ｓ活動（整理、整頓、清掃、清潔）、ＫＹ（危険予知）活動、ヒヤリ・ハ

ット等の日常的な安全活動の充実・活性化 

c リスクアセスメントの普及促進及びその結果を踏まえた機械設備の安全化、作業方法、

作業環境等の改善 

d 女性労働者や高年齢労働者が活躍するための職場改善の推進 

（エ）その他の取組 

a 安全に係る知識や労働災害防止のノウハウの着実な継承 

b  外部の専門機関、労働安全コンサルタントを活用した安全衛生水準の充実 

 

イ 業種横断的な労働災害防止対策 

（ア）ＳＴＯＰ！転倒災害プロジェクト2015 

a ４Ｓの徹底による安全な作業通路の確保 

b  転倒しにくい安全な歩き方、作業方法の推進 

c  作業内容に適した防滑靴等の着用の促進 

（イ）交通労働災害防止対策 

a  適正な走行計画の策定による運転者への負担の軽減 

b  交通危険マップ等による危険情報の共有 

c  点呼時の交通ＫＹ活動による安全意識の高揚 

（ウ）熱中症予防対策 

a  ＷＢＧＴ値（暑さ指数）による適正な作業環境管理、作業管理の実施 

b  計画的な暑熱への順化期間（暑熱に慣れ、その環境に適応する期間）の設定 

c  自覚症状の有無にかかわらない水分・塩分の積極的摂取 

d  熱中症の発症に影響を与えるおそれのある疾患（糖尿病等）を踏まえた健康管理 

（エ）腰痛予防対策 

a  腰部への負担の少ない作業方法の選択及び見直し、介助法の普及 

b  腰痛予防に関する労働衛生教育（介護作業等の雇入れ時教育を含む。）の実施、腰痛予

防体操の励行 

（オ）酸素欠乏症等の防止対策 

a  酸素欠乏危険場所における酸素及び硫化水素濃度の作業前測定の徹底 

b  換気の実施、空気呼吸器等の使用等の徹底 

（カ）化学物質による労働災害防止対策 

 a  化学物質の譲渡提供時のラベル表示、安全データシート（ＳＤＳ）の交付等による化学

物質の危険性・有害性の通知の徹底及び事業者による事業場内で取り扱う容器等へのラベ

ル表示の実施 

b  ＳＤＳ等により把握した危険有害性情報に基づく、化学物質の危険性又は有害性等の調

査（リスクアセスメント）及びその結果に基づく措置の推進 

 

② 業種の特性に応じた労働災害防止対策 

ア 製造業における労働災害防止対策 

（ア）機械・設備等の修理、点検、トラブル処理等の非定常作業に係る安全作業マニュアルの

整備 

（イ）請負企業の労働者、派遣労働者、外国人労働者等に配慮した安全衛生管理、派遣元・派

遣先における安全衛生教育の実施及び責任者間の連絡調整の徹底 

（ウ）未熟練労働者の経験不足を補完するため、災害事例や視聴覚教材を活用した未熟練労働
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者に対する安全衛生教育の内容の充実・強化 

 

イ 建設業における労働災害防止対策 

（ア）一般的事項 

a  元方事業者による統括安全衛生管理と関係請負人に対する指導の徹底 

b  足場に係る改正労働安全衛生規則を踏まえた墜落・転落防止対策の徹底 

c  クレーン、移動式クレーン、解体用機械等の車両系建設機械の検査・点検整備及び安全

な作業方法の徹底 

d  事業所と現場の車両移動時の運転者の疲労軽減への配慮 

（イ）東日本大震災に伴う復旧・復興工事の労働災害防止対策 

a  輻輳工事における適正な施工計画、作業計画の作成及びこれらに基づく工事の安全な実

施 

b  解体用機械等の車両系建設機械との接触防止、高所からの墜落・転落災害防止対策等の

徹底 

c  一定の工事エリア内で複数の工事が近接・密集して実施される場合、発注者及び近接工

事の元方事業者による工事エリア別協議組織の設置 

d  職長、新規入職者等に対する安全衛生教育の確実な実施及び作業内容に応じた保護具の

使用 

 

エ 陸上貨物運送事業における労働災害防止対策の推進 

（ア）荷役作業中の荷台等からの墜落・転落防止対策の徹底 

（イ）荷主との合同による荷役作業現場の安全点検及び改善の実施 

（ウ）適正な労働時間等の管理及び走行管理の実施 

 

オ 第三次産業における労働災害防止対策 

（ア）安全推進者等、事業場における安全活動の推進役の選任及び安全パトロール等の実施 

 

カ 林業の労働災害防止対策 

（ア）車両系木材伐出機械等の検査・点検整備及び安全な作業方法の徹底 

（イ）間伐作業での安全対策の徹底 

（ウ）安全な手順に基づく「かかり木」処理の徹底 

 

キ 石油コンビナート等における爆発・火災災害防止対策 

（ア）化学設備の定期自主検査の計画的な実施、化学設備の改造・修理等の作業の注文者によ

る文書等の交付等、工事発注者と施工工事業者との連携等の実施 

（イ）特に改造・修理等の非定常作業におけるリスクアセスメント等の徹底、特殊化学設備に

対する過去のリスクアセスメント等の確認及び必要に応じてのリスクアセスメント等の見

直し 

 
 
 

 


